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加入する人
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介護保険とは 保険料を納付し、介護が必要になった場合に、費用の一部を支払って
介護サービスを受けることができる社会保険制度です。

第1号被保険者 65歳以上の人。
第2号被保険者 40歳以上64歳までの医療保険加入者。

介護サービスを利用できる人
第1号被保険者 介護や支援が必要になり、市の要介護
（支援）認定を受けた人。
第2号被保険者 初老期の認知症など国が定める16種
類の病気が原因で介護や支援が必要になり、市の要介
護（支援）認定を受けた人。

保険料
第1号被保険者 世帯内の市民税課税の有無や、前年の合
計所得金額に応じて、所得段階別（11段階）に決まります。
第2号被保険者 加入している医療保険ごとの算出方法
に基づき決まります。

保険料の納め方
第1号被保険者 年額18万円以上の年金を受給してい
る人は、年金から差し引かれます。年金からの差し引き
にならないうちは、納付書か口座振替による納付にな
ります。
第2号被保険者 介護保険料は、各医療保険の保険料と
あわせて納めます。詳しくは、加入している医療保険の
保険者に確認してください。

　納期限を過ぎても介護保険料が未納の場合、介護
サービスを利用するときに、保険給付の制限を受ける
場合があります。

介護サービスを受けるための手続き
●要介護・要支援認定申請

給付制限

介護サービスを利用するためには、介護保険被保険者証
（第2号被保険者は医療保険証の写し）、個人番号関係書類を
添えて、高齢福祉課（市役所2階）または各地区市民センター・
出張所に介護の必要度（要介護度）の認定を受けるための申
請をします。認定には、主治医（かかりつけ医）の意見書が必
要となりますので、事前に医師と相談してください（申請書
に、医療機関の名称、主治医の氏名などを記入することにな
ります）。また、居宅介護支援事業者や介護保険施設、または
地域包括支援センターに申請の代行を依頼することもでき
ます。認定の結果は、通常申請日から30日程度で通知されま
す。なお、転入前の住所地で認定を受けていた人は、宇都宮市
に転入した日から14日以内に、前住所地で発行された介護
保険受給資格証明書を添えて、市へ申請すると前住所地で受
けた要介護・要支援の認定を引き継げる制度があります。

最新の情報は左の
二次元コードから
市HPへアクセスし
て入手してください
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取扱窓口 高齢福祉課��TEL.632-2906

介護サービスの種類
取扱窓口 高齢福祉課��TEL.632-2906
居宅サービス（在宅あるいは施設に通って受けるサービス）
●訪問介護（ホームヘルプサービス）
　ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事
の介護や日常生活上の援助を行います。通院などのた
めの乗降介助も利用できます。
●訪問入浴介護／介護予防訪問入浴介護
　介護職員と看護職員が居宅を訪問し、特殊浴槽を提
供して、入浴介護を行います。
●訪問看護／介護予防訪問看護
　医師の指示に基づき、看護師などが居宅を訪問し、療
養上の世話や診療の補助を行います。
●訪問リハビリテーション／介護予防訪問リハビリ
テーション
医師の指示に基づき、理学療法士や作業療法士、言語聴

覚士が居宅を訪問し、リハビリテーションを行います。
●居宅療養管理指導／介護予防居宅療養管理指導
　医師や歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪
問し、療養上の管理や指導を行います。

●通所介護（デイサービス）
　通所介護施設で、入浴や食事など日常生活上の世話
や機能訓練を日帰りで行います。
●通所リハビリテーション（デイケア）／介護予防通所
リハビリテーション
　医師の指示に基づき、介護老人保健施設などで、リハ
ビリテーションを行います。
●短期入所生活介護・短期入所療養介護（ショートステ
イ）／介護予防短期入所生活介護・介護予防短期入所
療養介護
　特別養護老人ホームや介護老人保健施設などに短期
間入所して、入浴、排せつ、食事などの介護や日常生活
上の世話および機能訓練を行います。また、（介護予防）
短期入所療養介護においては、その他必要な医療も提
供されます。
●�特定施設入居者生活介護／介護予防特定施設入居者
生活介護
　介護保険の指定を受けた有料老人ホーム、軽費老人
ホーム（ケアハウス）などで、入居している人に入浴、排
せつ、食事などの介護や日常生活上の世話、機能訓練お
よび療養上の世話を行います。
●福祉用具貸与／介護予防福祉用具貸与
　日常生活をする上で必要な車いすや特殊ベッドなど
を貸与します。
●福祉用具購入費の支給／介護予防福祉用具購入費の
支給
　入浴や排せつなどに用いる福祉用具について、年間
（4月～翌年3月）10万円の購入費を限度に、その9割、8
割または7割を支給します。なお、県または市が指定し
た業者以外で購入した場合や対象種目以外は、保険給
付の対象になりません。

●居宅サービス計画等作成依頼（変更）届

　在宅でサービスを利用したい場合は、居宅サービス
計画（ケアプラン※）を作成しなければなりません。こ
の計画の作成を居宅介護支援事業者（小規模多機能型
を含む）や地域包括支援センターに依頼した場合は、依
頼した事業者名を市へ届け出る必要があります。
※�要介護認定を受けた高齢者が介護サービスを受ける場合に、そ
れぞれの状況や要望に基づいて、今後どのような生活を送って
いきたいのかなどの目標を設定し、利用する介護サービスの種
類や頻度を決める計画書です。
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●住宅改修費の支給／介護予防住宅改修費の支給
　住所地の住宅に対する、日常生活をする上で必要な
手すりの取り付けや段差解消などについて、原則とし
て一生涯に20万円の改修費を限度に、その9割、8割ま
たは7割を支給します。
※�すべての住宅改修について、改修前に市に事前申請し、承認を
受けることが必要です。
●紙おむつ購入費の支給（市町村特別給付）
　在宅で要介護1～5の人が使用する紙おむつについ
て、1カ月当たり5,500円の購入費を限度に、その9割、8
割または7割を支給します。
※�介護保険施設や病院に入所・入院中の期間や、要支援の認定を
受けた期間に購入されたものは対象になりません。

地域密着型サービス
●小規模多機能型居宅介護／介護予防小規模多機能型
居宅介護
　「通い」を中心に、「訪問」や「泊まり」を組み合わせて、
家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せ
つ、食事などの介護や日常生活上の世話および機能訓
練を行います。
●看護小規模多機能型居宅介護
　「通い」を中心に「訪問（介護）」や「泊まり」に加え、看
護師などによる「訪問（看護）」も組み合わせ、家庭的な
環境と地域住民との交流の下で、入浴や食事など日常
生活上の世話や療養上の世話などを行います。
　要支援の認定を受けた人は、利用できません。
●定期巡回・随時対応型訪問介護看護
　日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が密接に連
携しながら、定期的な巡回や随時通報への対応を行い
ます。要支援の認定を受けた人は、利用できません。
●�認知症対応型共同生活介護／介護予防認知症対応型
共同生活介護（グループホーム）
　認知症で介護を必要とする人を対象に、家庭的な環
境と地域住民との交流の下で、共同生活を送りながら、
入浴、排せつ、食事などの介護や日常生活上の世話およ
び機能訓練を行います。要支援1の認定を受けた人は利
用できません。

●認知症対応型通所介護／介護予防認知症対応型通所
介護
　通所介護施設で、認知症で介護を必要とする人を対
象に、入浴や食事など日常生活上の世話や機能訓練を
日帰りで行います。
●地域密着型通所介護
　定員が18人以下の通所介護施設で、入浴や食事など
日常生活上の世話や機能訓練を日帰りで行います。
●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（入所
定員が29人以下の小規模な特別養護老人ホーム）
　常時介護が必要で、自宅で介護を受けることが困難
な人が入所します。入浴、排せつ、食事などの介護や相
談・援助、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理および
療養上の世話を行います。要支援の認定を受けた人は、
利用できません。

施設サービス（施設に入所・入院して受けるサービス）
※要支援の認定を受けた人は、利用できません。
●介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
　要介護3～5の認定を受けた、常時介護が必要で、自宅
で介護を受けることが困難な人が入所します。入浴、排
せつ、食事などの介護や相談・援助、日常生活上の世話、
機能訓練、健康管理および療養上の世話を行います。
●介護老人保健施設（老人保健施設）
　在宅生活への復帰を目指し、看護、医学的管理の下で
の介護や機能訓練を中心に、その他必要な医療や日常
生活上の世話を行います。
●介護療養型医療施設（療養型病床など）／介護医療院
　長期療養が必要な人を対象に、療養上の管理、看護、
医学的管理の下における介護その他の世話や機能訓練
その他の必要な医療を行います。
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介護保険に関する相談

利用者負担
　原則、サービスを利用したときの利用者負担は、介護
保険対象経費の1割、2割または3割です。なお、以下の
軽減措置があり、申請を行うことにより、給付費の支給
や利用者負担などの減免を受けることができます。
●高額介護（予防）サービス費の支給
　1カ月間に支払った利用者負担額（同じ世帯に複数の
利用者がいる場合は世帯合計額）が、所得に応じた利用
者負担の上限を超えた場合、その超えた分が「高額介護
（予防）サービス費」として支給されます。
●高額医療合算介護（予防）サービス費の支給
　1年間（毎年8月1日～翌年7月31日）に支払った医療
費と介護サービス費の自己負担を合算した額が、所得
に応じた自己負担限度額を超えた場合、「高額医療合算
介護（予防）サービス費」が支給されます。
●負担限度額認定（食費や居住費などの軽減）
　収入要件などによって、施設サービス（地域密着型介
護老人福祉施設を含む）や短期入所サービスを利用す
る際の食費と居住費（滞在費）を減額します。
●社会福祉法人などのサービスに係る利用者負担の軽減
　軽減措置を申し出た社会福祉法人のサービスを利用
する際に収入要件などによって、利用者負担や食費・居
住費（滞在費）を減額します。
●特別な事情による利用者負担の減免
　自然災害や火災などの災害によって住宅や家財など
に著しい被害を受けた場合などは、利用者負担を減免
します。

利用者負担など
取扱窓口 高齢福祉課��TEL.632-2906

介護の相談

取扱窓口 高齢福祉課��
TEL.632-2986・2906・2907

取扱窓口 高齢福祉課��TEL.632-2357

取扱窓口 高齢福祉課��TEL.632-2357

　介護サービスの利用方法、保険料、その他介護保険に
関する相談などをお受けします。お気軽にご相談くだ
さい（土・日曜日、祝休日、年末年始を除く午前8時30分
～午後7時）。

地域包括支援センター

　高齢者が住み慣れた地域で、その人らしい
生活を送ることができるよう、介護や福祉、
健康、医療に関することなど、本人や家族か
らのさまざまな相談に応じています。

家族介護教室

　要介護高齢者の状態の維持・改善を図るため適切な
介護知識・技術、介護・福祉サービスの適切な利用方法
を習得すること、介護者同士の情報交換などを内容と
した教室を開催します。
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介護予防・生活支援サービス事業を利用できる人
　介護保険の要支援1・2の認定を受けた人、基本チェッ
クリスト（※）により生活機能の低下が見られた人。
※�25項目からなる生活状況などに関する簡易な質問に、「はい」
「いいえ」で答え、その回答結果で、介護予防・生活支援サービス
事業の対象者に該当するかどうかをチェックするもの

介護予防・生活支援サービス事業を受けるための手続き
　要介護・要支援認定を希望する場合は、高齢福祉課な
どで要介護・要支援認定申請（※1）を行ってください。
また、基本チェックリストを希望する場合は、お住まい
の地区を担当する地域包括支援センター（※2）にご相
談ください。（83ページ図参照）
※1　�要介護・要支援認定申請については、78ページをご覧くだ

さい。
※2　�地域包括支援センターについては、129ページをご覧くだ

さい。
　サービスを利用する場合は、お住まいの地区を担当
する地域包括支援センターにケアプラン（※）の作成を
依頼します。
※ケアプランについては、79ページをご覧ください。

介護予防・生活支援サービス事業の種類
●訪問型サービス
・�ホームヘルパーが定期的に居宅を訪問し、身体介護
や生活援助を行います（サービス相当）。
・�市が実施する研修の修了者などが定期的に居宅を訪
問し、生活援助を行います（サービスA）。

・�地域住民やNPOなどが定期的に居宅を訪問し、安否
確認を兼ねた簡単な家事援助などを行います（サー
ビスB）。
・�専門職が、居宅に訪問し生活機能を改善するため、介護
予防に関する短期的な指導を行います（サービスC）。
●通所型サービス
・�通所介護（デイサービス）施設で、日常生活上の支援
や、生活行為向上のための支援などを日帰りで行い
ます（サービス相当）。
・�身近な通所介護（デイサービス）施設で、介護予防
に向けた運動やレクリエーションなどを行います
（サービスA）。
・�自治会館などの身近な交流施設で、介護予防に向け
た簡単な運動やレクリエーションなどを行います
（サービスB）。
・�生活機能を改善するため、運動器・口腔機能の向上や
栄養改善などの短期的な指導を行います（サービス
C）。
●その他の生活支援サービス
・�栄養改善や見守りを目的とした配食サービスを行い
ます。

利用者負担

介護予防・日常生活支援総合事業
高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを継続できるよう、地域での介護予防の取組や住民主体の
活動を支援しながら、高齢者の状況に応じた多様で柔軟なサービスを提供します。
介護予防・日常生活支援総合事業には、要支援認定を受けている人などのための介護予防・生活支援サー
ビス事業と、65歳以上の全ての方を対象とした一般介護予防事業の2種類があります。

介護予防・生活支援サービス事業
取扱窓口 高齢福祉課��TEL.632-5328

取扱窓口 高齢福祉課��TEL.632-2906
　原則、サービスを利用したときの利用者負担は、サー
ビスにかかった費用の1割、2割または3割です。利用す
るサービスによって、利用者負担とは別に食費や日常
生活費などが必要になる場合や、介護保険の対象とな
らないサービス費用もあります。
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　65歳以上の人なら誰でも一般介護予防事業を利用で
きます。
※基本チェックリストを受ける必要はありません。
●はつらつ教室（介護予防教室）
　介護予防のための運動の実技や栄養改善・口腔機能
の向上、認知症予防について学ぶ教室。

●いきいき健康サッカー・自転車・バスケットボール教室
　プロスポーツチーム（栃木SC・宇都宮ブリッツェン・
宇都宮ブレックス）の選手などと一緒にストレッチや
簡単な運動などを行う教室。
●高齢者等地域活動支援ポイント事業

利用までの流れ

要介護・要支援認定を希望する場合 基本チェックリストを希望する場合

高齢福祉課で要介護・要支援認定を受けます お住まいの地区を担当する地域包括支援センターで
基本チェックリストを受けます

予防給付の介護予防やサービス（短期入所
や福祉用具貸与など）が利用できます

要介護１～５の人 要支援1・2の人 要介護・要支援認定に非該当の人 生活機能の低下がみられる人
（介護予防・生活支援サービス事業対象者）

自立している人介護保険の介護サービスが
利用できます

本人や家族と話し合い、地域包括支援センターが、
ケアプランを作成します

介護予防ケアマネジメント

要介護・要支援認定で要支援1・2の判定を受けた人
基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた人

65歳以上のすべての人

が利用できます
一般介護予防事業

が利用できます
介護予防・生活支援サービス事業

介護予防・日常生活支援総合事業

自立している人

高齢福祉課またはお住まいの地区を担当する地域包括支援センターに相談します
（原則として、利用者本人が窓口で手続をします）65歳以上の人

一般介護予防事業
取扱窓口 高齢福祉課��TEL.632-2357

取扱窓口 市社会福祉協議会��TEL.614-8011
高齢福祉課��TEL.632-2367

　60歳以上の人が取り組む「地域貢献活動」や65歳以
上の人が取り組む「健康づくり活動」に対しポイントを
付与し、貯めたポイントを市の施設利用券や図書カー
ドなどの活動奨励物品、介護保険料の納付などに充て
ることにより、高齢者の社会活動への参加を支援しま
す。
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●高齢者外出支援事業
　年度末において70歳以上の人に、本人負担なし（清原
さきがけ号定期券は本人負担額1,000円）で、1年度に
つき1回、1万円相当分の福祉ポイントの付与又は回数
乗車券の交付を行います。関東自動車、JRバス関東の路
線バスで利用できる福祉ポイント、または上河内地域
路線バス、各地域内交通で利用できる回数乗車券など
のいずれか1つを選択し、利用することができます。
※今後、地域内交通へのICカード導入に伴い、上記内容が変更となる
可能性があるため、詳しくは、市ホームページなどでご確認くださ
い。

●保険適用外はり・きゅう・マッサージの助成券の交付
　在宅で原則70歳以上の人、身体障がい者手帳1・2級
所持者などを対象に、保険適用外のはり・きゅう・マッ
サージの助成券を、年間最高18枚（1枚に付き1,000円
の助成）交付します。
●緊急通報システム事業
　おおむね65歳以上の介護保険の要介護・要支援者の
うち、状況調査を行った結果、虚弱な独り暮らしなど高
齢者と認められる人の自宅に、緊急通報装置を設置し、
緊急時などの対応を行います（所得により自己負担あ
り）。

福祉サービスについて 高齢者、障がい者などを支援する福祉サー
ビスです。

高齢者福祉

取扱窓口 高齢福祉課��TEL.632-2357

取扱窓口 高齢福祉課��TEL.632-2367

取扱窓口 高齢福祉課��TEL.632-2367

取扱窓口 市社会福祉協議会��
TEL.636-1215、各地区の民生委員

取扱窓口 高齢福祉課��TEL.632-2357

取扱窓口 高齢福祉課��TEL.632-2367

サービス
●食の自立支援事業（配食サービス）

　在宅でおおむね65歳以上の単身世帯や高齢者のみの
世帯で調理が困難および栄養改善が必要な人に対し、
週1～5回、昼食または夕食の弁当をご自宅にお届けし
ます（自己負担あり）。
●高齢者短期宿泊事業

　おおむね65歳以上の要介護（支援）認定を受けていな
い人が、一時的に家族などの支援を受けることが困難
となった場合や、生活習慣の適切な指導や体調の調整
が必要な場合に、養護老人ホームなどの空床を短期間
利用することができます（自己負担あり）。
●徘
はいかい
徊高齢者などの位置探索システム利用に対する助成

認知症などにより、歩き回って行方不明になるおそれ
のある人を介護する家族が、位置探索サービス提供事業
者と契約し、サービスを利用する場合、その費用の一部
を助成します。
●高齢者等ホームサポート事業

　おおむね65歳以上で介護保険の認定を受けている人
や障がい者（手帳所持者）のみの世帯に、日常生活上の
軽度な支援を行います（所得制限あり）。

●ひとり暮らし高齢者ふれあい訪問事業

　在宅のおおむね70歳以上の独り暮らしの人で、近所
に近親者がいない、安否確認の必要な人に、乳酸菌飲料
を直接手渡すことで、安否の確認と孤独感の解消を図
ります。

給付・貸付
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駐車場あります｡

施術時間
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●日常生活用具の給付
　おおむね65歳以上の独り暮らしの人や高齢者世帯の
人にシルバーカーや電磁調理器などの日常生活用具を
給付します（所得制限あり）。
●老人福祉補聴器の給付
　おおむね65歳以上で、聴覚障がい者に該当せず、次の
要件を満たす人に、補聴器を給付します（所得により自
己負担あり）。該当聴力レベル＝片方の聴力レベルが55
デシベル以上90デシベル未満、かつ、もう片方の聴力レ
ベルが55デシベル以上70デシベル未満で専門医師に
より補聴器の使用が必要と認められた人。
●無料入浴券の交付
　70歳以上で自宅に入浴設備がない人に、月5枚の割
合で入浴券を交付します（民生委員の証明が必要で
す）。
●高齢者にやさしい住環境整備事業
　65歳以上で介護保険の要支援以上の認定を受けた高
齢者のいる世帯に、日常生活を容易にするための住宅
改良工事にかかる経費の一部を補助します（所得制限
あり）。
●敬老祝金の支給
　市内に引き続き3カ月以上住所がある満80・90・100
歳の人に敬老祝金を支給します。対象者に通知します。
●介護慰労金の支給
　65歳以上で介護保険の要介護4・5に認定された人の
うち1年間で介護サービスの利用が10日以内の人を、
在宅で日常的に介護している人に、介護慰労金を支給
します。

老人ホーム
●養護老人ホーム
取扱窓口 高齢福祉課��TEL.632-2357
　65歳以上の人が、身体状況・住居などの環境上の理由
や経済的理由から自宅で生活できない場合に措置入所
する施設です。

生きがい
●シルバー人材センター
取扱窓口 市シルバー人材センター��

TEL.633-5300

取扱窓口 市老人クラブ連合会��
TEL.634-4950

　おおむね60歳以上の人を対象に働く場を提供しま
す。また、簡単な作業もお請けします。
●老人クラブ

　おおむね60歳以上の人が、自主的な活動を通して親
睦を深めながら、地域活動に取り組んでいます。

取扱窓口 茂原健康交流センター��
TEL.654-2815

取扱窓口 市社会福祉協議会��TEL.636-1215

取扱窓口 市社会福祉協議会��TEL.636-1215

取扱窓口 市社会福祉協議会ボランティアセンター��
TEL.636-1285

取扱窓口 みやシニア活動センター��
TEL.632-2368

　各種相談や各種講座・講演会などの企画事業を実施
し、シニア世代のセカンドライフを支援します。
●老人福祉センター

　市内5館の老人福祉センター（86ページの図参照）で
は、高齢者の親睦を深め、健康増進、教養向上のための
各種講座などを行っています。60歳以上の人は、利用証
の交付を受け（上河内老人福祉センターを除く）、無料
で利用できます（60歳未満の人は有料）。身体障がい者
手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳を持ってい
る人は利用料が免除されます。
●茂原健康交流センター

市民の健康づくり・交流や高齢者の生きがいづくりを
目的とした大浴場や温水プールなどを備えた施設です。
体操教室やプール教室などのさまざまな教室を開催し
ています。

市民の皆さんの参加
●善意銀行

　市民の皆さんの善意による金銭や物品の預託を受
け、それらを必要とする施設や個人・団体などに払い出
しを行っています。
●ファミリーケアサービス

取扱窓口 市社会福祉協議会��TEL.636-1215

取扱窓口 保健福祉総務課��TEL.632-2930

　在宅の高齢者や障がい者、ひとり親世帯などで、日常
生活上、家事援助の支援が必要な「利用会員」とサービ
スを提供する「協力会員」とで構成される、会員制の有
償ホームヘルプサービスです。

福祉基金にご協力を
●市社会福祉基金

●ぎんなん基金

●みやシニア活動センター
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老人福祉
センター

上河内老人福祉センター

上河内老人福祉センターすこやか荘やすらぎ荘

ふれあい荘ことぶき会館
屋板町558番地　TEL.656-8792 陽東2丁目3番1号　TEL.663-3156

宝木本町1991番地１　TEL.665-5284 下砥上町1259番地3　TEL.648-7750

ことぶき会館

休館日　月曜日、祝休日、年末年始 休館日　日曜日、祝休日の翌日、年末年始

休館日　日曜日、祝休日の翌日、年末年始休館日　水曜日、祝休日、年末年始 休館日　土・日曜日、祝休日、年末年始

松田新田町116番地1　TEL.674-4003

やすらぎ荘
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SA

松田新田
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中央小
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通り

大通り 鬼怒通り

宇都宮大学

峰小
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JR
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駅
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４
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産
業
通
り

国道123号
ふれあい荘

老人福祉センター

茂原健康
交流センター

茂原健康交流センター
茂原町７７７番地７　TEL.65４-２８１５

国
道
４
号

菅原

下水道
資源化工場

栃交自動車学校

宇都宮市環境
学習センター

茂原健康交流センター

国道71号
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